
                 

五 

野
付
村
々
と
夫
役 

  

野
付
村
の
分
布 

 

野
付
村
々
と
は
牧
場
に
近
接
し
て
い
て
、
牧
場
経
営
に
直
接
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
村
を
指
す
。
佐
倉
七
牧 

は
印
旛
、
香
取
、
山
武
、
千
葉
の
四
郡
に
跨
が
っ
て
二
〇
九
か
村
（
旧
村
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
記
し
た
が
、
現



市
町
村
に
す
る
と
五
市
町
村
別
に
す
る
と
五
市
一
二
か
町
村
と
な
る
。 

 
 

佐
倉
市 

四
二
か
村 

柳
沢
牧
付
17 

岩
富
町
・
本
町
・
弥
勒
町
・
鏑
木
町
・
田
町
・
山
ノ
崎
村
・
下
根
村
・
角
来
村
・
太
田
村
・
寺
崎
村
・
大
篠
塚
村
・
小
篠

塚
村
・
宮
本
村
・
神
門
村
・
城
村
・
石
川
村
・
六
崎
村 

小
間
子
牧
付
５ 

宮
内
村
・
西
御
門
村
・
七
曲
村
・
内
田
村
・
飯
塚
村 

入
草
外
20 

岩
富
村
・
上
別
所
村
・
直
弥
村
・
天
辺
村
・
米
戸
村
・
八
木
村
・
寒
風
村
・
角
来
村
・
高
崎
村
・
上
勝
田
村
・
下
勝
田
村
・

高
岡
村
・
長
熊
村
・
上
代
村
・
木
ノ
子
村
・
大
蛇
村
・
岩
名
村
・
飯
野
村
・
飯
田
村
・
土
浮
村
・
大
佐
倉
村 

成
田
市 

四
八
か
村 

内
野
牧
付
13 

飯
仲
村
・
江
弁
須
村
・
八
代
村
・
船
形
村
・
北
須
賀
村
・
大
竹
村
・
山
口
村
・
郷
部
村
・
上
福
田
村
・
下
福
田
村
・
松
崎

村
・
新
妻
村
・
押
畑
村 

高
野
牧
付
２ 

成
田
村
・
畑
ケ
田
村 

取
香
牧
付
７ 

宝
田
村
・
土
屋
村
・
川
栗
村
・
寺
台
村
・
下
金
山
村
・
東
和
田
村
・
赤
荻
村 

矢
作
牧
付
23 

北
羽
鳥
村
・
南
羽
鳥
村
・
堀
之
内
村
・
西
和
泉
村
・
東
和
泉
村
・
芦
田
村
・
小
泉
村
・
大
山
村
・
大
室
村
・
取
香
村
・

東
吉
倉
村
・
西
吉
倉
村
・
成
毛
村
・
関
戸
村
・
久
米
村
・
和
田
村
・
長
田
村
・
小
菅
村
・
駒
井
野
村
・
野
毛
平
村
・
山
ノ
作
村
・
馬
場

村
・
東
金
山
村 

入
草
外
３ 

台
方
村
・
下
方
村
・
大
袋
村 

 
 

酒
々
井
町 

一
四
か
村 

御
払
場
外
13 

酒
々
井
町
・
酒
々
井
村
・
本
佐
倉
町
・
本
佐
倉
村
・
馬
橋
村
・
墨
村
・
飯
積
村
・
中
川
村
・
上
岩
橋
村
・
柏
木
村
・
下
岩

橋
村
・
伊
篠
村
・
伊
篠
新
田 

内
野
牧
付
１ 

尾
上
村 



 
 

八
街
町 

一
二
か
村 

柳
沢
牧
付
１ 

文
違
村 

小
間
子
牧
付
11 

大
谷
流
村
・
小
谷
流
村
・
用
草
村
・
勢
田
村
・
吉
田
村
・
吉
倉
村
・
稲
葉
村
・
根
古
谷
村
・
岡
田
村
・
上
砂
子
村
・
下 

砂
子
村 

 
 

栄
町 

一
か
村 

内
野
牧
付
１ 

龍
角
寺
村 

 
 

富
里
町 

一
〇
か
村 

柳
沢
牧
付
３ 

立
沢
村
・
中
沢
村
・
新
中
沢
村 

高
野
牧
付
５ 

高
松
村
・
大
和
村
・
根
木
名
村
・
日
吉
倉
村
・
高
野
村 

取
香
牧
付
１ 

久
能
村 

雑
１ 

新
橋
村 

 
 

千
葉
氏 

五
か
村 

小
間
子
牧
付
５ 

中
野
村
・
上
下
大
和
田
村
・
富
田
村
・
上
和
泉
村
・
下
和
泉
村 

東
金
市 

九
か
村 

高
野
牧
付
３ 

板
川
村
・
中
津
田
村
・
沖
渡
村 

柳
沢
牧
付
５ 

埴
谷
村
・
戸
田
村
・
横
田
村
・
実
門
村
・
大
木
村 

小
間
子
牧
付
２ 

武
勝
村
・
植
草
村 

御
払
場
付
１ 

木
原
村 



 
 

芝
山
町 

一
四
か
村 

高
野
牧
付
７ 

小
池
村
・
牧
野
村
・
高
田
村
・
新
井
田
村
・
朝
倉
村
・
山
田
村
・
大
台
村 

取
香
牧
付
７ 

岩
山
村
・
飯
積
村
・
白
枡
村
・
板
志
岡
村
・
稲
葉
村
・
住
母
毛
村
・
菱
田
村 

 
 

松
尾
町 

六
か
村 

柳
沢
牧
付
２ 

小
川
村
・
金
尾
村 

高
野
牧
付
４ 

山
室
村
・
古
和
村
・
谷
津
村
・
引
越
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
原
市 

九
か
村 

油
田
牧
付
９ 

大
崎
村
・
福
田
村
・
大
根
村
・
本
矢
作
村 

・
返
田
村
・
下
小
野
村
・
鳥
羽
村
・
伊
地
山
村
・
観
音 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
見
川
町 

四
か
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

油
田
牧
付
４ 

織
幡
村
・
内
野
村
・
龍
谷
村
・
油
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
栄
町 

八
か
村 

矢
作
牧
付
３ 

吉
岡
村
・
前
林
村
・
一
坪
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

油
田
牧
付
５ 

所
村
・
馬
乗
里
村
・
桜
田
村
・
横
山
村
・ 

南
敷
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

山
田
町 

八
か
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

油
田
牧
付
８ 

神
生
村
・
仁
良
村
・
長
岡
村
・
鳩
山
村
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

桐
谷
村
・
新
里
村
・
大
角
村
・
山
倉
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
多
古
町 

三
か
所 



矢
作
牧
付
２ 

一
鍬
田
村
・
飯
笹
村 

油
田
牧
付
１ 

出
沼
村 

 
 

栗
源
町 

五
か
所 

油
田
牧
付
５ 

西
田
辺
村
・
高
萩
村
・
岩
部
村
・
沢
村 

 

野
先
見
廻
り 

 

広
漠
た
る
原
野
に
放
牧
さ
れ
た
野
鳥
は
自
然
環
境
の
中
で
生
育
す
る
の
で
あ
る
が
、
放
任
し
て
置
い
た
の
で
は
な
く
、 

絶
え
ず
生
育
状
態
を
観
察
し
て
そ
れ
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
野
付
村
々
に
命
じ
て
、
自
村
に
近
い
一 

定
区
域
を
決
め
て
、
毎
日
一
回
の
見
廻
り
を
義
務
づ
け
て
い
た
。
受
け
持
ち
区
内
で
斃
馬
、
病
馬
、
里
入
り
、
そ
の
他
少
し
で
も
変
事
が

あ
れ
ば
、
速
や
か
に
担
当
の
牧
士
に
報
告
を
し
て
指
示
を
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
怠
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
名
主
、
組

頭
な
ど
村
役
人
が
呼
び
出
さ
れ
て
、
叱
責
さ
れ
た
り
始
末
書
を
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
野
先
見
廻
り
は
野
付
村
々
に
と
っ
て
重
い
役

割
で
あ
っ
た
。 

 

次
に
菱
田
村
（
芝
山
町
）
に
於
い
て
の
死
馬
不
始
末
の
一
例
を
記
し
て
み
よ
う
。 

 
 

 
 

 
 

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候 

 
 

 

一
上
総
国
武
射
郡
菱
田
村
四
給
役
人
共
奉
申
上
候
、
取
香
御
牧
之
内
私
共
村
方
見
廻
場
之
内
ニ
死
馬
有
之
候
節
者
、
早
速
御
届
可
奉
申
上
旨
兼
而
被 

 
 

 
 

仰
付
承
知
奉
畏
候
、
則
日
々
見
廻
之
者
差
出
相
改
候
、
然
処
此
度
死
馬
弐
疋
有
之
候
を
御
出
役
先
預
御
見
留
等
閑
之
始
末
逸
々
御
理
解
被
仰
聞
一 

 
 

 
 

言
之
申
訳
茂
無
之
奉
恐
入
候
、
何
卒
御
勘
弁
之
御
慈
悲
奉
願
上
候
、
巳
来
等
閑
之
義
有
之
候
ハ
ゝ
何
様
之
御
咎
ニ
も
可
被
仰
付
候
、
右
之
願
之
通 

 
 

 
 

被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ゝ
難
有
仕
合
奉
存
候 

以
上 

 
 

 
 

 

天
保
六
未
年
三
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
平
相
模
守
領
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
総
国
武
射
郡
菱
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

健 
 

蔵 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
岡
城
之
介
知
行
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
国
同
郡
同
村 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

利
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

永
田
四
郎
三
郎
知
行
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
国
同
郡
同
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

文 
 

司 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青
木
市
郎
兵
衛
知
行
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
国
同
郡
同
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

重
左
衛
門 

印 

 
 

 

嶋
田
長
右
衛
門
様 

 
 

 

大
谷
勇
右
衛
門
様 

前
書
之
通
奉
願
上
候
処
、
右
死
馬
取
仕
舞
被
仰
付
御
勘
弁
之
上
御
聞
済
被
成
下
難
有
仕
合
奉
存
候
、
併
及
再
度
等
閑
之
義
ニ
付
、
勿
論
是
迄
も
厳
重 

被 

仰
付
置
候
義
ニ
者
御
座
候
得
共
、
向
後
見
廻
リ
等
無
怠
出
精
斃
馬
有
之
候
節
者
番
人
付
置
、
都
度
毎
ニ
訴
出
、
御
見
分
之
上
土
中
可
致
、
猶
又 

病
馬
、
怪
我
馬
等
ニ
至
迄
前
段
之
通
相
心
得
注
進
可
致
候
、
都
而
之
儀
毎
月
廿
九
日
御
野
馬
御
会
所
江
以
書
付
可
相
届
旨
逸
々
被 

仰
付
承
知
奉
畏 

候
、
依
而
継
添
請
印
形
奉
差
上
候 

以
上 

 
 

未
三
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

菱
田
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

健 
 

蔵 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

利
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

文 
 

司 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 

重
左
衛
門 

印 

 
 

 

嶋
田
長
右
衛
門
様 

 
 

 

大
谷
勇
右
衛
門
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
三
）
四
五
―
⑩
） 

以
上
は
斃
馬
発
見
が
遅
れ
た
た
め
に
叱
責
を
う
け
て
書
い
た
始
末
書
で
あ
り
、
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
も
野
先
見
廻
り
の
責
任
が
窺
え
る
。 



広
い
原
野
に
放
牧
さ
れ
て
い
る
野
馬
は
自
然
環
境
の
影
響
を
敏
感
に
受
け
て
、
そ
の
年
の
気
候 

に
よ
っ
て
、
斃
馬
数
も
大
差
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。
野
付
村
々
は
受
け
持
ち
区
域
に
斃
馬
が
あ
っ 

た
時
は
速
や
か
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
四
牧
方
の
年
度
別
斃 

馬
数
は
５
―
62
表
の
よ
う
に
年
度
に
よ
る
差
が
大
き
い
。 

追
勢
子
人
足 

 

毎
年
秋
行
わ
れ
る
野
馬
捕
り
は
、
野
馬
牧
場
最
大
の
行
事
で
あ
り
、
ま
た
壮 

観
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
野
馬
捕
り
は
野
馬
を
お
払
い
（
払
い
下 

げ
）
す
る
た
め
に
、
生
育
し
た
三
才
駒(

牡)

を
注
進
と
し
て
、
歳
古
の
駒
、
駄(

牝)

を
混
じ
え
た 

野
馬
を
広
い
牧
場
か
ら
大
勢
の
追
勢
子
人
足
に
よ
っ
て
捕
込
場
へ
追
い
込
ん
で
捕
え
る
の
で
あ
る
。 

追
勢
子
人
足
は
野
付
村
々
か
ら
そ
の
村
の
石
高
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
村
高
一 

〇
〇
石
に
つ
い
て
一
枚
へ
三
人
、
七
牧
へ
二
〇
人
前
後
の
割
当
て
が
基
準
と
な
っ
て
い
た
。 

 
代
替
諸
役 

 

捕
馬
中
は
野
付
村
々
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
入
草
村
、
水 

夫
賄
村
、
御
払
場
の
雑
用
村
、
江
戸
役
人
・
牧
士
の
使
役
村
な
ど
が
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
村
の
人
足
割
当
て
は
、
追
勢
子
人
足
割
り
の
数
が
基
準
と
な
っ
て
振
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

酒
々
井
町
付
近
の
村
々
は
追
勢
子
人
足
に
は
出
な
か
っ
た
が
、
享
保
七
年(

一
七
二
二)

、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
文
政
八
年(

一
八

二
五)

の
書
上
帳
（
町
史
料
集(

二)

、
（
四
）)

を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
役
割
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。 

 
 

酒
々
井
町
・
酒
々
井
村 

 

右
の
二
村
は
追
勢
子
人
足
を
一
枚
に
二
一
人
ず
つ
、
七
牧
へ
一
四
七
人
差
し
出
す
は
ず
の
と
こ
ろ
、
野
馬
捕
り
の
際
に
、
捕
馬
の
請
け

取
り
、
勢
子
人
足
触
れ
の
差
し
出
し
、
病
死
馬
の
捨
人
足
な
ど
御
払
場
の
雑
用
人
足
を
務
め
る
の
で
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。 

伊
篠
村 



追
勢
子
人
足
を
七
人
ず
つ
七
枚
へ
差
し
出
す
と
こ
ろ
、
捕
馬
中
に
使
用
す
る
牽
綱
の
全
部
を
差
し
出
す
の
で
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。

但
し
一
筋
に
つ
き
三
捨
二
文
を
支
給
さ
れ
た
。 

 
 

 
 

 

覚 

 
 

一
大
綱 

拾
四
筋 

 

油
田
牧 

 
 

一
同 

 
九
拾
六
筋 

小
間
子
牧 

 
 

一
同 

 

四
捨
五
筋 

矢
作
牧 

 
 

一
同 

 

四
捨
六
筋 

取
香
牧 

 
 

一
同 

 

捨 

筋 
 

御
渡
駒
牽
綱 

 
 

一
小
綱 

四 

筋 
 

御
馬
牽
綱 

 
 

一
小
綱 

三
捨
五
筋 

佐
倉
牧□
小
金
牧
江
御
牧
替
牽
綱 

 
 

一
大
綱 

九
拾
筋 

 

御
用
場
ニ
切
レ
綱
打
替 

 
 

 

〆
三
百
四
拾
筋 

但
シ
壱
筋
ニ
付
銭
三
拾
弐
文
ツ
ゝ 

 
 

此
代
銭
拾
壱
貫
三
百
三
拾
弐
文 

 
 

右
者
当
辰
ノ
夏
佐
倉
四
牧
御
野
馬
牽
綱
書
面
之
通
差
出
申
候 

以
上 

 
 

 
 

 

寛
政
八
辰
年
八
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊
篠
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名 

主 

半
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与 

頭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

 
 

 
 

 

綿
貫
夏
右
衛
門
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

御 

役 

所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
七
―
55
） 

こ
れ
は
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
例
で
あ
る
が
、
毎
年
こ
れ
と
大
同
小
異
の
数
量
の
指
し
出
し
を
し
て
い
た
。 



 
 

 

上
岩
橋
村 

 
追
勢
子
人
足
を
一
牧
へ
一
九
人
ず
つ
、
七
牧
へ
一
三
三
人
差
し
出
す
は
ず
の
と
こ
ろ
、
酒
々
井
町
の
御
払
場
の
修
復
、
捕
込
場
の
木
矢

来
・
竹
矢
来
作
り
、
取
り
こ
わ
し
な
ど
を
担
当
し
て
い
た
の
で
、
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
人
足
数
は
年
に
よ
り
増
減
が
あ

っ
た
が
毎
年
三
、
四
〇
人
ぐ
ら
い
多
く
か
か
っ
た
。 

 
 

 

大
佐
倉
村
、
飯
田
村 

 

大
佐
倉
村
よ
り
一
四
人
、
飯
田
村
よ
り
一
二
人
ず
つ
七
牧
へ
追
勢
子
人
足
を
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
両
村
か
ら
は
野
伝
馬
、

野
人
足
を
差
し
出
し
て
い
る
の
で
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。 

 

享
保
六
年
の
例
で
み
る
と
、
代
官
へ
野
伝
馬
七
疋
、
人
足
四
九
人
、
綿
貫
夏
右
衛
門
へ
野
伝
馬
七
疋
、
人
足
七
四
人
、
島
田
長
右
衛
門

へ
野
伝
馬
七
疋
を
差
し
出
し
て
い
る
。 

 
 

 

尾
上
村 

 

尾
上
村
は
追
勢
子
八
人
を
七
牧
に
差
し
出
す
べ
き
と
こ
ろ
、
内
野
牧
の
捕
込
場(

七
曲)

の
土
手
修
理
、
小
屋
作
り
、
竹
や
麦
わ
ら
、
縄

の
差
し
出
し
、
水
汲
み
人
足
な
ど
、
捕
込
場
の
雑
用
を
す
る
の
で
、
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。 

 
 

 

岩
名
村
・
土
浮
村
・
飯
野
村
・
大
蛇
村
・
長
熊
村
・
高
岡
村
・
上
代
村
・
下
台
村
・
下
岩
橋
村
・
本
佐
倉
村
・
本
佐
倉
町
・
中
川 

村
・
柏
木
村 

 

右
の
一
三
か
村
は
御
払
場
の
捕
馬
番
人
、
水
夫
人
足
、
島
田
長
右
衛
門
・
京
増
喜
右
衛
門
の
油
田
牧
出
役
の
際
の
馬
、
人
足
な
ど
を
差

し
出
し
て
い
た
の
で
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。 

 
 

 

高
崎
村 

 

追
勢
子
人
足
一
五
に
ず
つ
七
牧
へ
差
し
出
す
と
こ
ろ
、
例
年
御
払
場
の
矢
来
竹
を
納
入
し
て
い
る
の
で
、
追
勢
子
人
足
は
出
さ
な
い
。

ま
た
御
払
場
の
木
矢
来
用
の
松
木
四
〇
余
本
の
運
搬
も
高
崎
村
の
勤
め
と
な
っ
て
い
た
。 

 



 
 

 
 

 
 

覚 

 
 

 
 

一
小
竹 

弐
千
五
百
本 

 
 

 
 

一
大
竹 

弐
拾
本 

 
 

 
 

是
者
野
馬
杭
木
繋
竹
、
並
日
除
竹
、
小
竹
之
代
リ 

 
 

右
者
野
馬
御
用
ニ
付
例
年
之
通
、
来
ル
十
六
日
、
十
七
日
、
十
八
日
迄
之
内
、
差
出
可
被
申
候
、
尤
此
書
付
村
下
致
受
印
相
返
可
被
申
候 

以
上 

 
 

 
 

寛
政
十
年
六
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 

高
崎
村
名
主
、
与
頭
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
九
―
48
） 

こ
の
よ
う
に
大
量
の
竹
を
二
、
三
日
で
小
荷
駄(

馬)

で
運
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
大
変
な
労
力
で
あ
っ
た
。
竹
村
は
個
人
持
ち
の
も
の
か
、
村

持
ち
の
も
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
郷
山
又
は
御
林(

公
用
林)

か
ら
の
運
搬
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

高
崎
村
か
ら
酒
々
井
町
の
御
払
場
ま
で
の
距
離
は
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
小
荷
駄
で
の
運
搬
で
あ
っ
た
か
ら
想
像
以
上
の
苦
労
で
あ
っ

た
ろ
う
。 

 
 

 

忌
原
村 

 

木
原
村
（
山
武
町
）
は
捕
り
馬
中
、
酒
々
井
町
の
御
払
場
と
綿
貫
夏
右
衛
門
宿
舎
の
薪
・
茅
の
納
入
が
毎
年
の
例
と
な
っ
て
い
た
。
享

保
七
年(

一
七
二
二)

の
「
書
上
帳
」
に
よ
る
と
、 

 

一
小
竹 

弐
千
五
百
本 

 
 

 
 

一
薪 

百
拾
九
駄 

 
 

 
 

木
原
村 

 
 

 
 

 

但
壱
束
壱
尺
六
寸
廻
、
壱
駄
八
束
附 

 
 

 
 

 

内 

 
 

 
 

六
拾
弐
駄 

 
 

 

是
者
丑
六
月
廿
三
日
夕□

七
月
二
十
七
日
迄
、
日
数
三
十
日
半
、
綿
貫
夏
右
衛
門
殿
方
朝
夕
入
用
之
分 



 
 

 
 

五
拾
七
駄 

 
 

 

是
者
御
湯
洗
薪
、
但
御
馬
五
疋
、
一
日
ニ
朝
夕
ニ
二
度
ツ
ゝ
湯
洗
仕
候
入
用
之
分
、
牧
士
長
右
衛
門
方
江
請
取
申
候 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
四
―
17
） 

 

ま
た
寛
政
十
一
年
に
は 

  
 

 
 

 
 

覚 

 

一
槙 

四
拾
五
駄 

 

一
茅 

三
拾
五
駄 

右
者
野
馬
御
用
ニ
付
、
例
年
之
通
、
来
ル
十
日
迄
ニ
間
違
無
之
様
差
出
可
被
申
候
、
尤
近
年
年
積
、
茅
共
駄
束
ち
い
さ
く
相
成
、
駄
数
斗
相
増
且
ハ
百 

姓
方
之
不
為
ニ
可
相
成
事
ニ
御
座
候
、
依
之
先
々
之
通
、
随
分
念
ノ
入
附
送
候
様
、
大
小
之
百
姓
方
江
能
申
渡
候
而
可
然
候
、
是
又
例
年
之
通
、
初 

駄
ニ
参
人
江
附
送
リ
候
も
名
前
帳
面
差
越
可
被
申
候 

以
上 

 
 

 
 

未
七
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

木
原
村
名
主
、
与
頭
中 

 
 

未
年
木
原
村□

参
候 

 
 

〆
真
木
九
拾
駄 

 

茅
七
拾
弐
駄 

但
三
度
ニ
附
送
セ
申
候 

 
 

 
 

両
方
〆
百
六
拾
弐
駄 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
十
―
45
） 

以
上
二
例
で
見
る
通
り
毎
年
一
〇
〇
駄
余
り
の
槙
・
茅
を
運
搬
し
た
こ
と
に
な
る
。
木
原
村
か
ら
酒
々
井
町
ま
で
の
距
離
は
約
一
四
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
、
一
日
一
駄
一
往
復
の
強
い
行
程
で
あ
る
。
何
の
た
め
に
遠
い
木
原
村
か
ら
薪
・
茅
な
ど
を
運
ば
せ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

賃
銭
も
払
っ
た
形
跡
は
な
い
。
表
面
に
表
わ
れ
た
こ
と
だ
け
で
は
余
り
に
苛
酷
で
あ
る
が
、
余
得
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
例
え
ば

原
木
は
牧
場
の
御
林
か
ら
伐
り
、
薪
を
作
っ
た
余
材
は
村
方
に
与
え
ら
れ
た
な
ど
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
史
料
は
見
当
た
っ
て
い

な
い
。 



 
 

 

そ
の
他
の
村
々 

 
一
勢
子
人
足 

三
人 

 

本
町 

 
 

一
同 

 
 

壱
人 

 

弥
勒
町 
 

 

一
同 

 
 

壱
人 

 

田
町 

 

一
同 

 
 

 

拾
人 

 

鏑
木
村 

 

一
同 

 
 

五
人 

 

山
之
崎
村 

 

一
同 

 
 

三
人 

 

下
根
村 

 

一
同 

 
 

 

六
人 

 

角
来
村 

 

一
同 

 
 

拾
人 

 

大
田
村 

 
 

一
同 

 
 

拾
人 

 

寺
崎
村 

 

一
同 

 
 

 
六
人 

 

大
篠
塚
村 

一
同 

 
 

八
人 
 

小
篠
塚
村 

 

一
同 

 
 

六
人 

 

神
門
村 

 

一
同 

 
 

 
三
人 

 

木
野
子
村 

一
同 

 
 

七
人 

 

城 

村 
 

 

一
同 

 
 

拾
人 

 

高
崎
村 

 

一
同 

 
 

 

七
人 

 

石
川
村 

 

一
同 

 
 

三
人 

 

天
辺
村 

 
 

 

 
 

〆
拾
八
ケ
村 

 

一
人
足
〆
百
壱
人 

 
 

七
牧
江
追
勢
子
勤
申
候 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
四
―
17
） 

 

入 

草 

村 
 

毎
年
行
わ
れ
る
捕
馬
は
雨
天
中
止
を
含
め
て
、
四
〇
余
日
か
か
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
捕
馬
は
七
牧
を
順
次
行
う
の 

で
あ
る
が
、
そ
の
牧
で
捕
え
た
野
馬
は
即
日
そ
の
牧
の
捕
込
場
で
セ
リ
に
か
け
、
売
れ
残
っ
た
馬
は
酒
々
井
の
御
払
場

へ
牽
き
入
れ
て
、
再
度
の
セ
リ
に
か
け
る
こ
と
は
前
に
も
記
し
た
が
、
野
馬
は
特
別
の
飼
料
を
与
え
ず
、
野
草
で
生
育
し
て
き
た
の
で
、

御
払
場
へ
牽
き
入
れ
た
馬
に
も
野
草
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
草
を
供
給
す
る
村
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
村
々
を

入
草
村
と
称
し
た
の
で
あ
る
。 

享
保
七
年
の
「
書
上
帳
」
に
よ
る
と
次
の
一
三
か
村
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。 

  

追
勢
子
人
足 

六
人 

飯
積
村 

 

同 
 

拾
弐
人 

墨 

村 
 

同 
 

 

八
人 

馬
橋
村 

 

同 
 

拾
弐
人 

上
勝
田
村 

 

同 
 

 
 

 

七
人 

下
勝
田
村 

同 
 

 

弐
人 

別
所
村 

 

同 
 

 
三
人 

米
戸
村 

 

同 
 

拾
弐
人 

岩
富
村 

 

同 
 

 
 

 

拾
人 

直
弥
村 

 

同 
 

 

三
人 

寒
風
村 

 

同 
 

拾
壱
人 

八
木
村 

 

同 
 

拾
弐
人 

台
方
村 

 

同 
 

 
 

拾
弐
人 

下
方
村 

 



 

右
拾
三
ケ
村
之
儀
、
書
面
之
通
追
勢
子
人
足
七
牧
江
差
出
候
筈
ニ
御
座
候
得
共
、
前
々□

捕
馬
飼
料
壱
人
之
代
リ
ニ
弐
尺
縄
〆
六
束
ニ
付
壱
駄
ツ 

 

ゝ
差
出
来
申
候
、
尤
年
ニ□

増
減
御
座
候
、
去
丑
年
追
勢
子
人
足
壱
人
ニ
草
壱
駄
替
ニ
当
リ
申
候
、
多
入
候
年
ハ
如
何
程
ニ
而
モ
差
出
候
、
依
之
追 

 
勢
子
人
足
ハ
差
出
不
申
候 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
四
―
17
） 

こ
の
割
り
合
い
で
あ
る
と
、
墨
村
は
勢
子
人
足
一
二
人
の
七
倍
、
八
四
人
で
一
人
一
駄
と
す
れ
ば
八
四
駄
で
よ
い
の
だ
が
、
文
政
六
年

の
「
捕
馬
中
入
草
村
別
割
当
」
に
よ
る
と
約
九
倍
の
七
六
〇
駄
が
割
当
て
さ
れ
て
い
る
。
飯
積
村
、
馬
橋
村
は
各
三
八
〇
駄
と
あ
り
、
大

き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
右
一
三
か
村
の
う
ち
、
下
方
村
は
御
払
場
入
れ
で
な
く
、
野
馬
奉
行
綿
貫
夏
右
衛
門
の
宿
舎
へ
納
め
る
例
と

な
っ
て
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

覚 

 

一
畔
草
弐
百
八
拾
八
駄
、
但
朝
三
駄
、
夕
三
駄
、
一
日
ニ
六
駄
ツ
ゝ
日
数
四
十
八
日
、
右
者
去
巳
年
御
捕
馬
就
御
用
、
小
金
御
奉
行
様
御
馬
御
飼
草 

 
 

書
面
之
通
リ
ニ
御
座
候
、
尤
御
逗
留
日
数
仍
而
年
々
増
減
御
座
候 

以
上 

 
 

 

天
保
五
午
年
八
月 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
方
名
主
、
与
頭
、
百
姓
代 

 
 

 
 

嶋
田
長
右
衛
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
三
）
四
四
―
31
） 

ち
な
み
に
一
駄
は
六
束
付
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
七
二
八
束
を
綿
貫
夏
右
衛
門
の
出
役
先
ま
で
と
ど
け
た
こ
と
に
な
る
。
右
一
三
か
村
中
、

岩
富
村
は
酒
々
井
町
ま
で
の
距
離
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
、
運
搬
だ
け
で
も
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
た
。 

 

水 

夫 

賄 
 

水
夫
賄
は
捕
馬
中
、
江
戸
野
馬
役
人
、
野
馬
奉
行
綿
貫
夏
右
衛
門
、
牧
士
な
ど
の
宿
舎
の
食
事
賄
や
雑
用
を
す
る
役
で 

あ
る
。
捕
馬
中
は
酒
々
井
町
が
本
拠
で
あ
る
が
、
遠
い
牧
の
捕
馬
の
と
き
は
、
そ
の
地
の
長
百
姓
な
ど
の
家
に
分
宿
し
、

水
夫
賄
は
付
近
の
村
々
が
担
当
す
る
例
と
な
っ
て
い
た
。 

 

油
田
牧
の
捕
馬
の
際
は
本
矢
作
村
と
福
田
村
が
宿
舎
と
な
り
、
取
香
牧
の
時
は
取
香
村
、
小
間
子
牧
の
時
は
布
田
村
と
極
楽
寺
村
が
宿

舎
と
な
り
、
そ
の
付
近
の
村
々
が
水
夫
賄
を
し
て
い
た
。
宿
舎
村
、
賄
村
と
も
設
備
の
整
っ
て
い
な
い
村
へ
大
勢
泊
っ
た
の
で
ト
ラ
ブ
ル



も
起
き
た
よ
う
で
あ
る
。
酒
々
井
町
の
場
合
は
江
戸
役
人
は
旅
籠
へ
、
綿
貫
夏
右
衛
門
は
勝
蔵
院
を
宿
舎
と
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
酒
々

井
町
付
近
の
村
々
は
前
記
の
よ
う
に
御
払
場
の
雑
用
や
入
草
村
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
勝
蔵
院
の
人
夫
賄
は
遠
い
次
の
村
々
が
年
番
に
よ

っ
て
行
っ
て
い
た
。 

 

一 

八
代
村
・
押
畑
村 

 
 

 

一
松
崎
村
・
山
口
村 

 
 

一
北
須
賀
村
・
郷
部
村 

 
 

一 

上
福
田
村
・
大
竹
村 

 

一 

下
福
田
村
・
新
妻
村
・
龍
角
寺
村 

右
の
一
一
か
村
五
組
が
、
年
々
交
代
で
水
夫
賄
年
番
を
勤
め
、
非
番
の
村
方
は
追
勢
子
人
足
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

  
 

 
 

 
 

 

一
札
之
事 

 
 

一
当
午
年
佐
倉
御
野
馬
御
用
中
、
小
金
御
奉
行
様
御
宿
坊
水
夫
年
香
、
私
共
両
村
相
当
リ
候
ニ
付
、
拙
者
共
例
年
之
通
リ
御
呼
出
、
右
之
段
御
申
被 

 
 

 

渡
承
知
仕
候
、
依
之
酒
々
井
町
江
村
方□

人
足
日
々
罷
越
水
夫
相
勤
可
候
得
共
、
遠
方
之
義
故
私
共
両
村
以
勝
手
、
酒
々
井
町
柳
屋
四
郎
右
衛 

 
 

 

門
と
申
者
、
私
共
代
リ
人
足
世
話
ニ
相
頼
当
所
ニ
而
人
足
相
雇
右
御
宿
江
先
々
之
通
、
一
日
五
人
宛
水
夫
人
足
差
出
申
処
相
違
御
座
候
、
勿 

 
 

 

論
私
共
両
村
役
人
、
酒
々
井
町
へ
日
々
罷
越
人
足
宰
領
仕
相
勤
可
申
筈
ニ
御
座
候
得
共
、
遠
方
之
儀
ニ
而
甚
難
儀
ニ
付
右
世
話
人
、
四
郎
右
衛
門 

 
 

 

相
頼
置
候
間
、
何
時
成
共
御
用
之
儀
有
之
候
ハ
ゝ
、
右
四
郎
右
衛
門
へ
御
達
可
被
下
候
、
若
人
足
不
埒
等
之
義
有
之
候
ハ
ゝ
私
共
両
村
引
請
候 

 
 

 

間
、
左
様
可
相
心
得
之
旨
御
申
被
渡
、
逸
々
承
知
仕
候
、
依
之
御
請
書
一
札
印
形
仕
御
渡
申
処
仍
如
件 

 
 

 
 

寛
政
十
年
七
月 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

印
旛
郡
北
須
賀
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名 

主 

市
右
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

与 

頭 

市
左
衛
門 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
姓
代 

才
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埴
生
郡
郷
部
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名 

主 

勘
兵
衛 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

与 

頭 

庄
五
郎 

 

印 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
姓
代 

平
兵
衛 

 

印 



 
 

 
 

 

綿
貫
夏
右
衛
門
様 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
支
配 

嶋
田
長
右
衛
門
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
町
史
料
集
（
二
）
九
―
62
） 

右
の
一
札
は
両
村
が
、
水
夫
賄
当
番
と
な
っ
た
が
、
酒
々
井
町
ま
で
は
遠
い
村
の
た
め
、
村
人
足
を
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

地
元
の
青
柳
四
郎
右
衛
門
に
請
負
を
依
頼
し
た
こ
と
の
届
書
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
両
村
だ
け
で
な
く
、
外
の
各
村
も
当
番
に
な
る

と
同
様
の
代
理
を
頼
ん
で
い
た
。
こ
れ
が
永
年
の
慣
例
と
な
っ
て
牧
場
廃
止
ま
で
続
い
た
。 

 


